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令和２年第４回 

美唄市議会定例会会議録 

令和２年１２月４日（金曜日） 

午前１０時００分 開会 

 

◎議事日程 

 第１ 会議録署名議員の指名 

 第２ 一般質問 

   

◎出席議員（１４名） 

  議 長  金 子 義 彦 君 

  副議長  桜 井 龍 雄 君 

   １番  森   明 人 君 

２番  伊 藤 真 久 君 

３番  齋 藤 久美夫 君 

４番  山 上 他美夫 君 

   ５番  山 崎 一 広 君 

   ６番  川 上 美 樹 君 

７番  楠   徹 也 君 

８番  松 山 教 宗 君 

９番  本 郷 幸 治 君 

   10番  紫 藤 政 則 君 

   12番  谷 村 知 重 君 

       13番  小 関 勝 教 君 

 

◎出席説明員 

市     長  板 東 知 文 君 

副  市  長  市 川 厚 記 君 

 総 務 部 長  猪 谷 憲 恭 君 

市 民 部 長  松 田 公 史 君 

 保健福祉部長  高 橋 英 雄 君 

経 済 部 長  東   貴 弘 君 

 都市整備部長  米 澤   勝 君 

 市立美唄病院事務局長  今 澤 清 隆 君 

 消  防  長  相 馬 一 司 君 

 総務部総務課長  平 野 太 一 君 

 総務部総務課長補佐  高 橋 修 也 君 

 

 教育委員会教育長  天 野 政 俊 君 

 教育委員会教育部長  阿 部 良 雄 君 

  

 選挙管理委員会委員長  高 田   豊 君 

 選挙管理委員会事務局長  日 下   聡 君 

 

 農業委員会会長  今 田 邦 彦 君 

 農業委員会事務局長  高 田 裕 二 君 

 

 監 査 委 員  後 藤 樹 人 君 

  監査事務局長  根 布 忠 幸 君 

 

◎事務局職員出席者 

 事 務 局 長  村 谷 昌 春 君 

 次     長  門 田 昌 之 君 

 

午前１０時００分 

●議長金子義彦君 これより、本日の会議を

開きます。 

 

●議長金子義彦君 日程の第１、会議録署名

議員を指名いたします。 

９番 本郷幸治議員 

10番 紫藤正則議員 

を指名いたします。 

 

●議長金子義彦君 次に日程の第２、陳情第

１号｢総合計画を議会の議決事件にすること

を求める陳情｣を議題といたします。 

お諮りいたします。 
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陳情第１号については、所管の常任委員会

に付託の上、審査することに致したいと思い

ます。 

これに、ご異議ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。 

よって、陳情第１号は、総務・文教委員会

に付託の上、審査することに決定いたしまし

た。 

 

●議長金子義彦君 次に日程の第３、一般質

問に入ります。 

発言通告により順次発言を許します。 

８番松山教宗議員。 

●８番松山教宗議員（登壇） 第４回定例会

において、市長並びに教育長に伺います。 

大綱１点目は、第７期美唄市総合計画につ

いてであります。 

その一つに、公共施設の整備についてであ

ります。老朽化が著しい公共施設の中でも、

市立美唄病院の建替えにつきましては、近々

の政策課題として現在、市議会においても調

査特別委員会を設置し、議論をしているとこ

ろであります。板東市長の市長公約文の中で、

｢ともに支え合い、分かち合うまちづくり｣に

おいて、誰１人置き去りしない、安心して暮

らせる福祉のまちづくりの推進や、しっかり

とした将来の見通しのもとに、医師会や市民

との合意形成を図り、美唄にふさわしい病院

建替計画の策定を掲げております。現在、策

定中の第７期美唄市総合計画前期基本計画の

高齢者福祉施設施策においては、高齢化に健

やかで心豊かに住みなれた地域の中で、安心

して生活していくことを目指す姿として、施

策の方向において、高齢者の総合的な生活支

援として介護予防に取り組み、自立した生活

が続けられるよう支援するほか、増加する認

知症高齢者への対応を進めるとともに、保健、

医療、福祉関係者が連携して各種サービスの

提供を図り、地域包括支援センターを中心と

した、地域包括ケアの取り組みを推進するこ

ととしております。 

また、同基本計画の地域医療施策において

は、超高齢社会のフロントランナー美唄とし

て、美唄が安心して生活できる安定的な地域

医療体制を確立して、保健、医療、福祉との

包括的な連携システムの構築に向けた取り組

みを進めることとし、救急医療では医師会や

近隣中核病院と、より一層の連携を図り、救

急搬送や救急医療体制を確保し、市民の健康

を守るまちづくりを進めることとしておりま

す。 

また、市立美唄病院は、超高齢社会のフロ

ントランナー美唄として治す医療としての病

院完結型医療から、治し、支える医療である

地域完結型医療への転換を図るため、プライ

マリーケアの充実を図り、在宅医療の拡充や、

多職種連携の推進、人材の育成など、美唄ら

しい地域包括ケアシステムの確立を進めるこ

ととしております。このように、次期総合計

画では、保健、医療、福祉関係者が連携して、

各種サービスの提供を図り、地域包括支援セ

ンターを中心とした地域包括ケアの取り組み

を推進することや、保健、医療、福祉との包

括的な連携システムの構築に向けた取り組み

を進めること、プライマリーケアの充実を図

り、美唄らしい地域包括ケアシステムの確立

に努めること、保健、医療、福祉との包括的



- 17 - 
 

な連携システム、地域包括ケアシステムの確

立に努めていくこととしております。私は、

地域包括ケアの推進に向けては、保健、医療、

福祉、市立病院との連携が必須で、病院本体

の建替えのみならず、市立病院敷地外におけ

る関連した機能を備えた施設整備が必要と考

えております。そこで、市長にお伺いします。 

市立美唄病院の敷地の活用に関して、来年

度実施予定の病院本体の基本設計と合わせ、

市立病院以外、敷地内リザーブ用地に建設す

るべき施設と機能として、一つに、どのよう

な機能を備えた施設の整備を検討されている

のか、伺います。 

二つに、市立病院以外の施設の整備にあた

って、市民との情報共有や整備の時期につい

て伺います。 

さらに、市長の公約の中でしっかりとした

将来の見通しのもと、病院建替計画を作ると

述べられておりますが、三つに、病院建替え

に際して、国の交付金の申請時期や交付金の

目処について伺います。 

一つに、長期財政推計についてであります

が、今後予定されている市営住宅や小中学校、

生涯学習センターなど、大規模な公共施設の

建設工事を控え、人口減少による地方交付税

を初めとした税収の減少も想定される中、そ

の財源確保、策定される長期的な財政推計で

はどのように推計をされているのか。そして、

そのスケジュール期間を含め、市長に伺いま

す。 

その二つに、人口減少対策ついてでありま

す。移住・定住施策として、静岡県沼津市で

は、高校３年生まで医療費無料、市内に本社

がある法人に首都圏から移住し就職すると、

100万円または60万円が支援金の支給される

移住就業支援金制度、空き家活用定住支援補

助金候補制度として、市内の空き家を有効活

用し、若者世代の移住・定住の促進と、市内

に増加する空き家の対策を図るため、45歳未

満の世帯を対象とした空き家のリフォーム工

事をし、空き家を取得する費用を補助する制

度を導入するなど、先進的かつ地の利を生か

すことを制度化して進めてございます。この

ように、全国各自治体にはない、実利的で特

徴的な魅力ある主たる方法、施策を考え、本

市も進めていくとべきと考えます。本市が移

住・定住施策に本格的に取り組んできてから

すでに10年が経過をしております。これまで

取り組んできた住宅補助制度をはじめ、通勤

助成など、その取り組みにより一定の成果が

あったとは思いますが、今ある制度をより活

用しやすく整備し、工夫していくと同時に、

本市も商工業、農業、福祉分野の継承者、担

い手、人材不足が深刻な状況にあります。そ

して、移住・定住を促進させるためには、居

住や教育、医療、子育てのほかに、雇用、就

労環境についても整えていく必要が重要であ

ると考えます。 

そのため、一つとして、移住者や市民を対

象に資格取得による経費の補助や貸付に関す

る制度創設を検討するなど、人口減少に歯止

めをしていくべきと考えますが、市長の考え

を伺います。 

大綱２点目は、環境行政についてでありま

す。 

一つに、公共合同墓の設置に向けた取り組

み状況についてであります。これまで、本市

において公共合同墓を設置すべきと数年にわ
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たり、何度か質問をしてきました。昨今の世

情をかんがみますと、人生の終盤と言うべき

終活という言葉が流行る以前より、合同墓や

合葬墓が静かに存在をしている中、急激に多

様化する社会となり、お墓の継承においても

不安を感じるなど、様々なケースにより、お

墓の維持管理が厳しく、不安に感じる方もお

られます。その中、今後の団塊の世代の高齢

化が進み、既に宗教法人や民間事業者等にお

いて設置されているもののほか、近年、自治

体などで設置する公共の合同墓が近隣自治体

において設置されております。民間などで、

合同墓を利用される方、公共合同墓を利用さ

れる方など、それぞれの状況や背景が違うこ

とも考えられ、一定のすみ分けをしつつ、公

共のものとして早急に設置すべきと考えてご

ざいます。これまでの市民アンケートにおい

ても、市民ニーズにおいても、必要性が高く、

北海道内35市中22市が設置または供用開始間

際であり、本年第１回定例会での市長答弁で

は地盤調査や設計など、本年度中に実施し、

令和３年度に、整備工事に着手、10月頃に供

用開始となりました。そこで、設置にあたり

現在、具体的な設置場所や規模など、今年度

においてどのように取り組みが進められてい

るのか。また、予定通り進められるのか、市

長に伺います。 

大綱３点目は、教育行政についてでありま

す。 

一つに体育施設整備についてです。総合体

育館についてであります。本市は、スポーツ

健康都市宣言として、多くの屋内、屋外体育

施設を有しており、日々市民やスポーツ愛好

家、選手などが、健康のために汗を流してお

ります。総合体育館は昭和63年に開設され、

既に30年以上経過し、これまで屋根の大規模

改修やトイレの洋式化、照明設備改修など大

改修に努めていることは承知しているところ

であります。屋内施設として、バスケットボ

ールやバレーボール、卓球やバドミントン、

そしてフットサルなど多岐にわたり、高齢者

の方にもカローリングなど、多くの市民が利

用されるなど、市外の方も参加され、各種大

会も開催されております。 

その中、第３回定例会決算特別委員会にお

いて、アリーナなど床が凸凹にゆがみ、フロ

ーリングが割れ、そのささくれにより、怪我

をするかもしれないほど劣化しているが、対

応しているのかなどの質問に対し、床の補強

や小さな修繕など、対応措置は安全に努める

旨の答弁がありました。聞くところによりま

すと、床の凸凹や割れそうな状況にもあり、

危険で、各種全道大会等の開催が厳しく、大

きな大会ができないのではないかという懸念

の声もございます。そこで、まず総合体育館

での各種大会開催回数や、関係者や選手を含

む参加者数、また、全道大会など、どのよう

な規模の大会が開催されているか、その利用

状況について伺いますとともに、本施設は施

設規模や地理的条件から見ても立地や利便性

もよく、全道大会クラスでも利用され、市民

のスポーツ愛好家もよく利用されております

ので、安心・安全に競技やスポーツを楽しん

でいただくためにも、床の修繕が急務だと考

えておりますので、今後の整備について、ど

うなのか、教育長に伺います。 

２点目は、サンスポーツランド美唄のテニ

スコートについてであります。本市のソフト
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テニスはとても盛んであり、全道大会や全国

大会に出場する選手がいるほど、教育、人材

育成という面でも美唄が誇れる小中学生のス

ポーツであります。練習場にはサンスポーツ

ランド美唄のテニスコートを利用しており、

ナイター設備、数年前には、くみ取り式トイ

レを簡易水洗の洋式化に改修されるなど、整

備が続けられていることは承知しており、関

係者にとっても有意義に活用されております。

その中、テニスコート６面は整備され、全道

大会等が開催されておりますが、老朽化して

いる後の４面の改修が行われれば機能性が高

くなり、男女ともに大会が同時に開催できた

り、東日本大会など、大規模な大会の開催が

視野に入り、より選手自身が洗練され、レベ

ルアップへと繋がり、また関係人口が増える

ことも予想され、交流人口へと繋がり、全国

に美唄の名が知れ渡るほど、経済効果波及も

期待されるものではないでしょうか。 

そこで、テニスコートの現状、サンスポー

ツランド美唄全体とテニスコートの利用状況、

そして大会開催数や関係者選手など、その参

加者数について、伺いますとともに、テニス

コートのコンディションや老朽化の状況と、

整備改修の考え方について、教育長に伺いま

す。 

●市長板東知文君（登壇） 松山議員の質問

にお答えします。 

公共施設の整備についてでありますが、市

立美唄病院の建替基本構想・基本計画の検討

状況も踏まえながら、本市の地域包括ケアシ

ステムをより一層推進するための機能を兼ね

合わせることを基本とし、将来の人口減少や

社会状況の変化などに対応することができる

よう、用地のあり方を今後検討してまいりま

す。 

次に、市民の皆さんとの情報共有と、整備

の時期につきましては、現在行われている市

民委員会での議論等を踏まえ、一定の方向が

明確になった段階で、市民の皆さんにご説明

してまいりたいと考えております。 

次に、国の補助金の申請時期や、補助金の

目途につきましては、来年度に予定している

基本設計の策定にあわせ、都市再生整備計画

を作成し、北海道と、さらには国と協議して

まいりたいと考えております。 

次に、長期財政推計につきましては、来年

の３月に向け、現在策定を進めている第７期

美唄市総合計画との整合性を十分図りながら、

来年度予算編成と連動して作業を進めている

ところであり、推計期間につきましては、総

合計画と同じく令和３年度から令和12年度ま

での10年間とし、国の地方財政対策等を踏ま

え、毎年度、必要な見直しを行うこととして

いるところでございます。 

次に、財政推計における地方交付税の見通

しについてでありますが、普通交付税の算定

におきまして、基礎数値としまして人口を基

礎とする項目が多いことから、５年ごとの国

勢調査による標準財政規模の縮小といったも

のは避けられないものと考えておりまして、

交付税総額につきましては今後、５年単位で

減少するものと見込んでいるところでござい

ます。 

次に、公共施設の建設にかかわる財源確保

の見通しにつきましては、それぞれの事業の

実施にあたり、公共施設等総合管理計画を踏

まえるとともに、財源につきましては、国や
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道の補助金のほか、過疎対策事業債等の有効

な起債の活用を検討しております。いずれに

いたしましても、急速に進む人口減少に伴う

市税や地方交付税の減収、地域経済や市財政

の規模縮小に加え、少子高齢化による社会保

障費の増大など、本市の財政状況は今後さら

に厳しくなることが予想されますことから、

これらの課題解決に向け、不断の行財政改革

を取り組むほか、国の動向を注視し、社会情

勢の変化を見極めながら、中長期的な財政見

通しを踏まえた自治体運営に取り組んで参り

たいと考えております。 

次に、人口減少対策についてでありますが、

市では人口減少や高齢化が進む中、「美唄市ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定し、

人口減少対策として様々なプロモーション活

動のほか、助成制度の活用等を図り、移住・

定住促進に努めてきたところであります。今

後におきましては、本市の様々な施策を効率

的かつ効果的に展開し、まちの魅力を高める

とともに、美唄独自の歴史・文化の発信など、

人の呼び込み、呼び戻しの取り組みを計画的

に行ってまいります。また、若者の地元定着

を促進するほか、進学や就職で転出してもふ

るさとを想い、将来美唄に戻ってくる、さら

には、関係人口として美唄市を応援していた

だけるよう、「美唄に暮らす喜びと誇り」、い

わゆるシビックプライド、こういったものを

育む取り組みを進める一方、就労につながる

新たな支援制度のあり方について、さらに検

討を進めて参りたいと考えております。 

次に、公共合同墓の設置に向けた取り組み

状況についてでありますが、設置場所につき

ましては、火葬場周辺の市有地を予定してお

り、規模につきましては、1,500体程度の収容

規模を予定しておりますが、今後の少子高齢

化や核家族化の進行、社会経済情勢の変化に

より、市民のお墓に対する意識に変化が生じ

ており、公共合同墓の利用を求める人がさら

に増えていることから、市民の皆様のニーズ

に対応した人生の終末にふさわしいものを整

備する必要があると考えており、現在、様々

な面から検討を加えているところでございま

す。 

また、今年度の取り組みにつきましては、

先進地である三笠市や赤平市の視察のほか、

予定地の地盤調査の実施や、整備予定地の現

地確認等を行ったところでございます。今後

につきましては、このような考え方から、設

計段階におきましても、提案型のプロポーザ

ル方式などを検討しているところでございま

す。 

●教育長天野政俊君（登壇） 松山議員の質

問にお答えいたします。 

体育施設の整備についてでありますが、は

じめに総合体育館につきましては、昭和63年

に開設され、32年が経過し、屋根については

平成26年度に大規模改修をしたところであり

ます。また、大会開催につきましては、平成

29年度から令和元年度までの３年間の年間平

均で全道大会７回、管内の大会17回、市内の

大会18回、大会関係利用者数も年間平均で

9,888人となるなど、市民はもとより近隣市町

村も含め、スポーツ交流人口の増加に大きく

寄与している施設となっております。 

次に、総合体育館のアリーナにつきまして

は、専門業者による現地での点検を実施して

おり、今後どのような改修整備を行うかなど、
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十分検討してまいりたいと考えております。 

次に、サン・スポーツランド美唄につきま

しては、昭和62年に開設し、平成３年度にク

レーテニスコートとして４面、平成22年度に

人工芝テニスコートとして６面の改修を行い、

あわせて10面の利用が可能となっています。

テニスコートの利用者数は、平成29年度１万

4,437人、その他の施設で1,078人、平成30年

度1万215人、その他の施設で1,183人、令和元

年度で1万1,735人、その他の施設で769人とテ

ニスコート利用者が大半となっている状況が

続いているところです。 

次に、大会の開催につきましては、平成29

年度から令和元年度までの３年間の年間平均

で全道大会を５回、管内大会で２回、市内大

会で４回、大会関係利用者数が年間平均で

4,241人となるなど、市民はもとより、近隣市

町村を含め、スポーツ交流人口の増加に大き

く寄与している施設となっております。現在、

クレーテニスコートは改修後29年が経過し、

経年による痛みや使用による損耗が進んでお

り、実際に利用している団体等の意見も伺い

ながら、今後とも、改修整備について検討し

て参ります。 

●８番松山教宗議員 自席より２点、再質問

をいたしたいと思います。 

１点目は、環境行政の公共合同墓について

でありますがぜひ、令和３年度の供用に向け、

進めていただきたいと思いますとともに、使

用料や使用条件の設定、納骨後の管理運営な

ど、これがある意味、大事な部分であります

ので、どのように考えていくのか伺いますと

ともに、条例改正が必要であると思いますの

で、今後のスケジュールについても、市長に

伺いたいと思います。 

２点目は、教育行政の体育施設整備につい

てでありますが、両施設とも、スポーツ協会

や少年団から整備改修の要望が出ていると思

いますが、早急に改修すべきと考えますので、

どのように進めていくのか、教育長に伺いま

す。 

●市長板東知文君 松山議員の質問にお答え

します。 

合同墓の整備後の管理、あり方等について

でありますが、合同墓の市民ニーズは非常に

高いと考えております。こういったことから

できるだけ早く、来年度において、整備に着

手してまいりたいと考えております。 

また合同墓の使用料、それから使用条件、

それから収納後の管理などにつきましては、

他市先進地の管理状況、さらに利用状況、こ

ういったものを十分検討しながら、市民の皆

様が期待している内容になるよう、十分検討

してまいりたいと思っております。 

今後につきましては、周辺地域の住民説明

会の開催や、関係する条例改正など、整備に

向けた取り組みを計画的に進めてまいりたい

と考えてございます。 

●教育長天野政俊君 松山議員の質問にお答

えいたします。 

体育施設の整備についてでありますが、多

くの競技・種目の利用が可能で、利用者数が

多く、市民への影響がより大きい施設の整備

を優先して進めて参りたいと考えております。

いずれにいたしましても、各体育施設につき

ましては、全般的に老朽化が進んでいること

から、今後とも計画的な改修に努めて参りま

す。 
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●８番松山教宗議員 再々質問を１点、伺い

たいと思います。 

教育行政、体育施設整備についてでありま

すけども、今、答弁いただきましたように市

民の影響がより大きい施設の整備を優先して

進めてまいりたいと考えております、とござ

いましたけれども、総合体育館のアリーナの

床の整備、またサンスポーツランドのテニス

コートも残り４面の改修整備、どちらも早急

に改修すべきと考えます。しかし、両方同時

にすることは厳しいと理解はしてございます

けども、早急性、安全性、経年劣化や財源な

ど、しっかり考えていただき、順次、優先順

位を持ってぜひ、整備・改修にあたるべきと

考えてございますけど、改めてどうしていく

のか、教育長にお伺いします。 

●教育長天野政俊君 松山議員の質問にお答

えいたします。 

体育施設の整備についてでありますが、教

育委員会といたしましては、総合体育館アリ

ーナの改修を進めてまいりたいと考えており

ますが、いずれにいたしましても、市長部局

と十分協議し、進めて参ります。 

●議長金子義彦君 次に移ります。 

 １番森明人議員。 

●１番森明人議員（登壇） 令和２年第４回

市議会定例会におきまして、大綱２点につき、

市長並びに教育長にお伺いいたします。 

大綱１点目、移住・定住施策についてです。

新型コロナウイルス感染拡大で、東京に人や

企業が集中するリスクが明らかになったこと

をうけ、首都機能の移転、分散議論が活発化

しております。政府は、経済や教育分野も含

めた地方への分散を検討する動きもあり、都

市への一極集中是正を進める方針を打ち出し

ております。コロナ禍で住民意識に変化も見

られ、内閣府が５月下旬から６月上旬に行っ

た調査では、就業者の34.6％がテレワークを

経験したと回答しております。東京23区の20

代の35.4％は、地方への関心が高まったとご

ざいました。また、経済再生担当相は、東京

一極集中を転換する大きな時期になっている

と発言しており、政府としては７月に経済財

政運営と改革の基本方針、骨太方針とまち・

ひと・しごと創生基本方針で一極集中を是正

する方針を掲げたところであります。さらに

地方創生担当省は、コロナ対策に伴うテレワ

ークの普及が地方への流れに繋がっていくこ

とが重要、多様な働き方や暮らし方を応援し

ていくと発言しております。本市としまして

も、災害に強い自然豊かな空気のおいしいこ

の大地で都市にお住まいの多くの方にテレワ

ークを活用しながら仕事をしていただき、本

市へ移住できる施策に力を入れるべきと考え

ているところです。 

そこで一つ目ですが、昨年から過去３年間

の新築住宅や中古住宅の購入の支援制度を活

用し、本市へ移住された件数と人数・前住居

地はどのようになっているのか。 

二つ目、近隣の岩見沢市や三笠市の住宅購

入の支援制度の状況はどのようになっている

のか。 

三つ目、本市の住宅の購入助成制度を改め

て伺うとともに、対象にならなかった主な要

件はどのようになっているのか。 

四つ目、空き家バンクの状況について６月

の定例会において、同僚議員から質問があり

ましたが、その後の取り組みと成果、今後ど
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のような取り組みを行い、空き家バンクの充

実を図り、移住・定住策を進めていくのか、

市長にお伺いいたします。 

大綱の２点目は、教育行政であります。学

校給食の無償化についてですが、新型コロナ

ウイルス感染拡大を受け、自治体の緊急対策

の取り組みの一つとして、学校給食の無償化

の実施が全国で相次いで発表されているとこ

ろです。コロナウイルス緊急対策として、政

令指定都市や中核市では初めての取り組みの

大阪市、大阪市は元々、将来的な導入に向け

て検討が進んでおりました。また大阪府大東

市、沖縄県石垣市、愛知県豊田市で期間は異

なるものの、給食費の無償化の実現が発表さ

れている中、新たな自治体における実施発表

も今現在、続いているところであります。所

得が減少している子育て世帯の負担軽減や不

安を和らげるための対策の一つとして講じら

れていると聞いております。私はかねてから、

子育て支援、移住・定住の一環として、給食

費の無償化を提案しておりましたが、コロナ

禍ということだけではなく、子供の学校関連

の出費の中で最も大きな割合を占めるのが給

食費であります。文部科学省平成30年度学校

給食費調査によると、給食費を実施している

公立学校の保護者の年間の負担額は１人あた

り小学校で４万7,700円、中学校で５万4,300

円、小中の９年間で約45万円というデータが

あります。学校教育法19条では、経済的に就

学困難と認められる児童生徒の保護者に対し

ては、市町村は必要な援助を与えなければな

らないとあり、就学援助の支援を受けている

小中学生も本市ではおりますが、必ずしも必

要な家庭にその支援が届いているとは言えな

い現状はあるのではないでしょうか。なぜな

ら、行政による支援を受けている場合、保護

者が自ら就学支援の申請をしなければならな

いです。しかし、本来その必要が高い家庭ほ

ど、支援内容や申請方法について情報を把握

していないケースが多く、制度対象から漏れ

ている可能性が高いのではないでしょうか。

そこで次の点について質問させていただきま

す。 

１点目は、令和元年度の就学援助によって

給食費を免除されている額は、総額どのくら

いなのか。 

２点目、給食費の滞納は令和２年３月時点

でいくらなのか。 

３点目、道内学校給食の無償化を実施して

いる自治体はどのくらいあるのか。 

４点目は、給食費の無償化について、今ま

でどのような議論がされてきてきたのか、教

育長にお伺いいたします。 

●市長板東知文君（登壇） 森議員の質問に

お答えします。 

移住・定住の促進についてでありますが、

はじめに、直近の３年間の住宅助成実績につ

いてでありますが、新築住宅、中古住宅別に

それぞれの件数、人数の順で申し上げますと、

平成29年度は新築住宅が５件で12名、中古住

宅が５件で14名、次に平成30年度は、新築住

宅が２件で２名、中古住宅が２件で３名、そ

れから平成31年度は、新築住宅が１件で３名、

中古住宅が２件で３名、３年間の合計は17件、

37名となっております。前居住地につきまし

ては、岩見沢市が５件、札幌市が４件、月形

町、奈井江町、三笠市、砂川市、蘭越町が各

１件、それから道外が３件となっております。 
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次に、近隣市の住宅支援制度につきまして

は、岩見沢市から申し上げますと、移住者を

対象とし、新築住宅の購入費用への助成は30

万円で、中古住宅は購入費用に10分の１を乗

じた、上限30万円を助成するほか、中学３年

生以下の子供が同居している場合に10万円を

加算すると伺っております。 

次に三笠市においては、在住者が新築住宅

を建築した場合、市内業者であれば100万円、

市外業者の場合は70万円、移住者が市内業者

で建築した場合は150万円、市外業者を利用し

た場合は100万円を助成すると伺っておりま

す。中古住宅につきましては、100万円以上の

物件が対象で、購入費用に10分の１を乗じた、

上限50万円を助成すると伺っております。 

次に、本市の住宅助成につきましては、移

住者を対象とし、新築住宅の購入費への助成

は100万円、中古住宅につきましては、子育て

世帯や若者夫婦世帯の在住者を対象とし、100

万円以上の物件が対象で、購入費用に10分の1

を乗じた上限30万円を助成いたします。 

また、新築・中古住宅ともに加算といたし

まして、15歳未満の子どもがいる場合に20万

円を加算、15歳未満の子どもが３人以上いる

場合に３人目から１人につき10万円を加算す

るほか、さらに、新築住宅を市内業者で建て

た場合には30万円の加算があり、子供が３人

以上いる場合では150万円以上の助成額とな

ります。 

次に、対象にならなかった理由の主なもの

につきましては、未登記家屋や耐震性能が建

築基準法、その他関係法令の規定に適合して

いないケースがございました。 

次に、「空き家バンク」の取り組みにつきま

しては、移住・定住に取り組む専任職員とし

て、当初、地域おこし協力隊の採用に向け、

募集を行い、これまで５名の方から問い合わ

せがあったところでございますが、面接の結

果、現在では採用に至っていないところでご

ざいます。 

また、市ホームページ等で空き家バンクの

登録募集を行い、６月以降８件の問い合わせ

があり、現在２件の登録に向け、準備を進め

ているところでございます。 

今後につきましては、地域おこし協力隊の

採用により一層、条件・検討も含め、努める

とともに、より多くの物件を登録していただ

けるよう、市広報紙やホームページなどを通

じた制度のＰＲより、「空き家バンク」の充実

を図り、移住・定住対策に繋がる施策を推進

して参りたいと考えるところでございます。 

●教育長天野政俊君（登壇） 森議員の質問

にお答えいたします。 

はじめに、生活保護及び準要保護の学校給

食費の支給状況についてでありますが、令和

元年度決算における学校給食費の総額6,407

万6,561円のうち、小学校では延べ1,455人で

706万527円、中学校では延べ851人で491万

7,096円、合計で1,197万7,623円となっており

ます。 

次に、令和元年度における学校給食費の滞

納額についてでありますが、小学校では122

万1,049円で滞納率は3.2％、中学校では74万

7,120円で滞納率は2.9％となっております。 

次に、学校給食費の無償化を実施している

自治体についてでありますが、道内では23市

町村の小中学校で実施しており、空知管内で

は小中学校ともに無償化を実施しているのは、
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浦臼町、北竜町の２町で、三笠市については、

小学校の無償化を実施しているところであり、

今後とも学校給食費の無償化に取り組む自治

体が増加するものと認識しているところであ

ります。 

次に、学校給食費の無償化に向けた議論に

ついてでありますが、本市の未来を担う子供

たちの生きる力を育むことができるよう、無

償化、または負担軽減や保護者負担増になら

ないよう、給食の内容の充実が必要であると

考えており、これまで、主食分の食材費の無

償化や学校給食費の半額助成、小学校低学年

からの段階的な無償化などについて、検討を

進めてきたところであります。 

●１番森明人議員 自席より再質問をさせて

いただきたいと思います。 

移住・定住についてですが、今ご答弁いた

だいた中にもありますが、近隣の岩見沢市、

三笠市と比較しても本市は褐色のない支援が

用意されていることがわかります。ただ、助

成制度の中で一部スムーズに制度を使うこと

ができないなど、全体としてのパッケージ化

がされておらず、助成制度が用意されていて

も、実効性のあるものにしていかなければな

らないと感じております。 

また、空き家バンクですが、地域おこし協

力隊による専従職員の登用の早期実現を進め、

大都市から地方への移住を促されている今、

本市の利活用可能な空き家を把握し、インタ

ーネット、ＳＮＳ等で早期に公開し、多くの

方に興味を持ってもらうことが大切だと思っ

ております。今現在、商工会議所ホームペー

ジ内の美唄空き家バンク、この情報の内容は

非常に薄く、移住・定住の助成制度は書かれ

ておりません。もっと、商工会議所や不動産

業者との連携を実現させることによって、内

容を濃くしていただきたいと思います。この

ことについて、市長のお考えを伺いたいと思

います。 

もう１件、給食費の無償化についてですが、

先ほどご答弁をいただきました滞納につきま

しては、小中学校あわせて196万8,169円の滞

納があるとのことです。また空知管内では、

二町において、小中学校の無償化が行われて

いるとのことでした。本市において、給食費

の無償化についての議論も今までしてまいり

ましたが、現実に至っていないところであり

ます。平成30年７月の文科省の取りまとめで、

小中学校の給食費の無償化については、未だ

に実施率は低いものの、群馬県内の自治体で

は、小中学校の給食費の無償化率が22.9％と

いう実施状況が発表されているところです。

無償化した自治体の成果として、児童生徒及

び保護者の地域への感謝の気持ちの涵養、食

育の推進、人材教育、経済的負担の軽減、子

育て支援対策などが報告されております。こ

こで教育長にお伺いします。 

給食費の無償化への取り組みをするべきと

考えるが、こちらをお伺いたしたいと思いま

す。 

二つ目に、学校給食の充実に向けた取り組

みをもっとすべきと考えるが、こちらもお伺

いしたいと思います。 

●市長板東知文君 森議員のご質問にお答え

します。 

移住・定住施策の今後の考え方についてで

ありますが、はじめに住宅購入助成物件の要

件につきましては、助成金の目的外使用など
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の不正を防止する観点から、権利の所在を明

確にする必要がある。このようなことから未

登記の建物については、助成の対象から除外

しているという経過があるとこでございます。

今後につきましては、本市の様々な移住・定

住施策、こういったものを効率的かつ効果的

に展開するために、先ほどお話ありました利

用者にわかりやすい情報発信のあり方など、

移住・定住施策の推進に向け、さらに検討を

加えてまいりたいと考えております。特に今

回の補正でも提案してございますけども、ふ

るさと納税も非常に増えている状況でござい

ます。それから、ふるさと応援団も登録が進

んでいると、こういったところに広くアピー

ルしながら十分、移住・定住施策を理解して

いただき、推進に努めるよう、さらに努力し

ていきたいと思います。 

●教育長天野政俊君 森議員の質問にお答え

いたします。 

学校給食費の無償化についてでありますが、

全国的にその実施に取り組む自治体が増えて

いると認識しており、保護者の所得格差が子

どもの貧困につながることなく、子育て世帯

の方々が安心して子育てができるよう、今後

とも十分協議、検討してまいりたいと考えて

おります。 

また、学校給食につきましては、食育を推

進するための「生きた教材」であることから、

給食を通じて食の重要性や楽しさ、食に関す

る正しい知識などの定着を図るとともに、ふ

るさと給食事業による学校給食の質の充実に

ついて、引き続き取り組んで参ります。 

●議長金子義彦君 次に移ります。 

４番山上他美夫議員。 

●４番山上他美夫議員（登壇） 令和２年度

第４回定例会において、大綱１点、市長にお

伺いいたします。 

旧美唄工業高校跡地の公営住宅建設等につ

いてお聞きしたいと思いますが、美唄工業高

校跡地は、北海道と平成30年３月に売買契約

を交わして、売買契約における指定用途につ

いては、公営住宅建設、都市計画公園並びに

屋内体育施設の３事業を平成40年４月１日ま

でに完了させるとの条項が明記されておりま

す。平成40年といえば、令和10年でありまし

て、残すところ７年４ヶ月であります。時間

はあるようで意外と短いと思いますが、３事

業の時期や規模について、市長はそろそろ具

体的な構想を市民に明示する時期が詰まって

いると思っております。特に公営住宅につい

ては、これまでも同僚議員から幾度か質問さ

れておりますが、南美唄団地、そして進徳東

団地、いなほ団地、３団地の受け皿として、

120戸の公営住宅建設が立地適正化計画の中

でも謳われ、昨年実施したアンケートでは３

団地住民のうち、88戸が新しい団地に転居を

希望するとの結果を聞いております。それに

対し、市長は公営住宅の建設計画を未だ明確

に示しておらず、現在、３団地住民への説明

会を実施しているとのことですが、市長の考

えについて、憶測が市民の中に飛び交う状況

であります。廃止予定３団地の居住者の方々

が今後の生活について迷うことのないように、

早急に市としての建設方針を明確に示す必要

があるとかねがね言葉にしております。誰１

人置き去りにしない安心して暮らせる地域社

会の形成であると思いますが、市長のお考え

をお伺いしたいと思います。 
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次に、道有財産譲渡売買契約書に記載され

た公営住宅の建設、都市計画公園整備、屋内

体育施設の３事業については、立地適正化計

画の中でも明記されており、その中で冬季間

の大雪を積むスペースにも活用できる都市計

画公園と隣接した、体育センターの連携によ

る、賑わいの創出とありますが、市長はいつ、

それぞれの計画をまとめ、いつまでに計画を

実行されるのか、その点についてもお考えを

お伺いしたいと思います。 

●市長板東知文君（登壇） 山上議員の質問

にお答えします。 

公営住宅の建設についてでありますが、道

有財産譲与売買契約書におきましては、用途

指定が市営住宅用地、都市計画公園用地、屋

内体育施設用地とし、令和10年４月１日まで

に指定用途に供さなければならないとなって

ございます。こうした中で公営住宅において

は、将来の住宅施策の課題の一つに高齢者向

け公営住宅の建設があり、旧美唄工業高校跡

地を建替え候補地の一つと考えております。 

また、公営住宅の建替えにあたりましては、

現在策定作業を進めております市立美唄病院

建替えに向けた基本構想・基本計画の中で、

市立美唄病院との連携が図られた在宅医療の

機能を有する、高齢者向け公営住宅の建設が

必要であると考えており、現在、様々な面か

ら検討を進めているところでございます。 

次に、立地適正化計画における都市計画公

園につきましては、この計画は20年の計画期

間であり、５年ごとの見直しを図る際に市民

の皆様のご意見を十分に伺いながら、用地の

利活用について、さらに検討して参りたいと

考えております。 

次に屋内体育施設につきましては、現在の

体育センターを市民の皆様が有効に活用して

いただけるよう、必要な対応に努めて参りた

いと考えております。 

●４番山上他美夫議員 自席から再質問させ

ていただきます。 

今後、建設を予定しています、公営住宅の

市長の考え方についてはわかったところでご

ざいますが、在宅医療の機能を有する高齢者

向け公営住宅という点については、具体的な

計画案がわからない点もありますので、計画

案が出された時点で論議させていただくこと

としまして、いつ頃の完成を目処に計画を立

てていくのかについて、再度お伺いいたしま

す。 

また、廃止予定の３団地に住むアンケート

での新団地への移住希望者は88人であります

が、その年齢構成を調べてみますと、69歳以

下が58％で、70歳以上の方は42％と高齢者の

割合がとても多く、将来は在宅医療の機能を

有する高齢者向け公営住宅よりも、老人施設

の需要が多いのではないか。さらには、既存

の公営住宅、道営住宅の空き戸数は現在、154

戸と聞いており、今後もさらに増えていくと

予想されているので、その意味で公営住宅の

建設戸数はかなり減らしてもよいのではない

かと考えますが、市長のお考えを伺います。 

そして、美工跡地の道有財産譲渡売買契約

書に記載されました、都市計画公園屋内体育

施設の２事業についてでありますが、答弁の

中で立地適正化計画では20年間の計画だとの

お答えですが、北海道との売買契約書では10

年です。その点は明確に把握して、計画の作

成を急ぐ必要があると思います。 
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また、屋内体育館も現状の運営を続けてい

くとの回答もありましたが、合宿を含め、多

くの競技者が市外から訪れている状況であり、

美唄市への交流人口増加の効果的な施設であ

ると思いますので、ボルダリング施設を拡充

する考えがあるのか、お伺いいたします。 

●市長板東知文君 山上議員の質問にお答え

します。 

公営住宅の移転、集約につきましては、移

転対象となっております３団地に関しまして、

説明会を開催することで、入居者の皆様の意

向を十分に確認しながら、在宅医療の機能を

有する公営住宅のあり方や移転集約場所、構

造・規模等について、明らかにしてまいりた

いと考えております。 

次に建築戸数につきましては、既存の公営

住宅の空き家、戸数状況、さらには今後の人

口推計等も踏まえながら、本市にとって適正

な建築戸数を検討して参ります。 

次に、都市計画公園及びボルダリング施設

につきましては、様々な面から利活用のあり

方について、十分検討して参りたいと考えて

おります。 

●議長金子義彦君 次に移ります。 

５番山崎一広議員。 

●５番山崎一広議員（登壇） 第４回定例会

にあたり、大綱５点について市長並びに教育

長にお聞きします。 

はじめに、何点か同僚議員の質問と少し重

なる部分があるかもしれませんが、私の質問

の趣旨と若干違いますので、質問させていた

だきます。 

大綱の１点目は、地域情報化についてであ

ります。今日のこのコロナ禍で、行政への縦

割りを打開するデジタル庁は９月に発足した

菅政権のデジタル町は目玉でもあり、今後の

マイナンバーの活用や事務処理の迅速な事務

等は急務であります。そこで、次のことをお

聞きします。 

組織の見直しについてですが、国は早急に

進めるとのことです。どの部署でどのような

人数で行われるのか、早急な見直しが必要と

思いますがいかがでしょうか。お聞きいたし

ます。 

二つ目として、押印制度について官民で加

速しておりますが、クリアする部分は非常に

多いものともあります。確かに業務の効率化

は期待できますが、税の申告や本人確認、様々

な届け出等の不安も多くあります。日本の文

化ともいえる判子、いわゆる押印をすべてと

は言いませんが、廃止となりますと、どのよ

うにしていくのか。印鑑登録など、正式に国

からの通知はきておりませんが、きてからで

は遅いと思います。どのように考えておられ

るのか、お聞きいたします。 

次に、これからの農業振興についてであり

ます。本市の基幹産業は、農業であります。

今、人口減少が進んでいる中で、本市の基幹

産業であります、農業を今後とも維持・発展

させるためには、スマート農業の推進により、

省力化技術を導入することが不可欠でありま

す。スマート農業の推進については、農業基

盤整備事業により、大区画化された農地をよ

り有効活用していくために、ＩＣＴを活用し

た農業技術を営農体系に導入していくことが

必要と思いますが、これらの取り組みについ

て伺います。 

次に、スマート農業技術の普及について伺
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います。スマート農業技術の技術といっても、

作物によっては異なります。農業によっても

異なり、今後、継続的に新しい技術を検証し、

普及していかなければならないと考えられま

すが、美唄市の令和３年度予算編成方針の重

点施策の展開の一つにスマート農業が盛り込

まれておりますが、どのようにスマート農業

に取り組む考えなのか、市長にお伺いいたし

ます。 

最後に、本市のスマート農業技術を普及・

拡大し、先行している岩見沢市や新十津川町

に追いつき、追い越していくためには、空知

管内で多くの自治体が独自の支援制度を数年

前から設けているように、スマート農業機械

導入支援制度について、来年度、いわゆる令

和３年度においても継続的な予算措置が必要

と思いますが、市長のお考えをお聞きいたし

ます。 

大綱の２点目は、パワーハラスメントであ

ります。法律では具体的に明記されておりま

せんが、厚生労働省では次のように定義され

ております。職場のパワーハラスメントは、

同じ職場で働くものに対して、職務上の地位

や人間関係に対し、職務上の地位や人間関係

の職場内の優位性を背景に業務の適正な範囲

を超えて、精神的、身体的苦痛を与える、ま

たは、職場環境を悪化させる行為を言います。

厚生労働省では、これ以外のパワハラにも十

分注意するべきと、2012年１月にパワーハラ

スメントを６点ほどあげております。主なも

のが、暴行、傷害、脅迫、暴言、仲間外し、

無視、業務上明らかに不要なことや、遂行不

可能なことの強制、仕事の妨害、業務上の合

理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低

い仕事を命ずることや、仕事を与えないこと、

私的なことに過度に立ち入ることなどが示さ

れております。厚生労働省はパワハラの被害

者に対して、総合労働相談コーナー等の職場

の外部の相談窓口への相談を務めております。

また、厚生労働省の外郭団体である21世紀職

業財団がパワハラの類型を掲示し、啓発ポス

ターなどを取り入れております。そこでお聞

きいたします。 

日頃、日常の仕事上での職員に対する対応

について。 

二つ目は、同じく日頃日常の会議や打ち合

わせ時の職員の対応について。 

三つ目は、道ではパワハラの係まであると

お聞きしておりますが、本市はどこにその組

織が一体あるのか。現在、組織そのものにつ

いての見直しするのか、お聞きいたします。 

大綱３点目は、生活環境であります。その

一つに、人生の終活についてであります。道

内のお寺では、不特定多数の人の人骨を一緒

に埋葬する合同墓、合葬墓の納骨堂が近年目

立ってきております。近頃の自治体でも合同

墓の建設が予定されており、少子化により、

墓の継承で悩む人が増えたことが背景にあり

ます。本市でもアンケート調査を実施したと

ころ、その結論として、合同墓が必要である

との回答が半数を占めており、宗教問わず利

用できる便利さが良いといと言われておりま

す。そこでお聞きします。 

合葬墓の建設計画について、どのように考

えておられるのか。 

二つ目として、建設されたとすれば、いつ

どこに、その大きさや何体ぐらい、そして、

そのデザインはどう考えて建設しようとして
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おられるのかお聞きします。 

三つ目に、市営墓地の現状と整備計画につ

いてであります。本市だけではない、他自治

体の市営墓地も戦前戦後と全く手をつけず、

現在まで先祖のお墓がそのままの状態で、い

わば放置状態の経過があると思います。子孫

の方々が地元に帰ることも遠のき、何十年も

墓参りがされていないのが現状ではないでし

ょうか。さらに、このコロナ禍の状況でお墓

参りもできない現状、このようなお墓が市営

墓地には多数あることと思います。負担をか

けずにお墓を撤去し、いわゆる墓じまいをさ

せてはどうでしょうか。そして、合同墓に納

骨し、墓地を一度整理し、その参道を整備さ

れてはどうかと思いますが、市長のお考えを

お聞きいたします。 

大綱の４点目は、市立病院の建て替えであ

ります。昨年６月に初当選されて以降、今日

まで１年６ヵ月が過ぎようとしております。

選挙戦の重点政策でもあります、公約２点に

ついて、はっきり言わしていただきます。何

一つ見えてきませんし、実現しておりません。

まだ１年半しか議会をしていないと言われる

かもしれませんが、残りは２年半、実質２年

強ではないでしょうか。そこでお聞きします。 

通院バスについてどのように考えておられ

るのか。また近隣市、特に砂川、岩見沢との

連携はどのようになっているのか。今日のコ

ロナ禍の状況で、両市病院とも発症しており、

外来がストップしたということもお聞きして

おります。今後どのように連携されようとし

ているのか、お聞きします。 

二つ目に、立地適正化計画についてであり

ます。市長はどのように理解されているのか、

端的にお聞きします。昨年４月に策定されま

した立地適正化計画についてですが、住宅の

集約とあわせて、保健福祉総合施設の見直し

と、住宅建設候補地の白紙は病院建設の両輪

と私は理解しておりますが、見直しと白紙で、

交付金、いわゆる社会資本整備総合交付金を

予定していると思いますが、貰えると思いま

すか。市長の認識と、どのように理解されて

いるのかお聞きします。 

二つ目に、美唄工業高校跡地について、道

との無償譲渡に書かれている８条の目的以外

に使用してはならない、９条10条、違約金の

15条、年10.75％の割合で計算した額の違約金

は支払わなければならない。さらに、16条の

契約解除、19条の特別違約金、これらをどの

ように考えておられるのか。市長の考えをお

聞かせください。 

最後に大綱５点目、教育長にお聞きいたし

ます。市営球場の改修についてであります。 

３ヵ年計画で市営球場の改修が行われ、昨

年10月にプレオープンし、小学生の大会が開

催されました。各チームの監督から大変お褒

めの言葉をいただきましたが、今年に入り、

いわゆるコロナの影響で各種大会のオープニ

ングはおろか、球場開きも行われず、さらに

今年から、北海道ベースボールリーグがオー

プン、本市の球団、ブラックダイヤモンズの

開会式及び試合も延期されましたが、５月末

には、ようやく幕開けされたとことです。ま

た、軟式野球連盟の天皇杯や学童野球の支援

も６月以降に開催され、９月末にはベースボ

ールリーグのチャンピオンシップが開催され、

我が美唄のブラックダイヤモンドが見事に優

勝、初代チャンピオンになりましたことは、
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本当に心から喜ばれることで、お祝い申し上

げます。しかし、このような祝賀ムードに水

をさすわけではありませんが、この大会にお

いて、周辺、近隣の方々が来られた時には、

球場の整備について、かなり私も苦情を受け

ました。そのことは、教育長自身、そして市

長自身もご存知だと思います。例えば、本部

席からスコアボードに通じる通信システムが

完成当初からその物はありません。また、球

場内の内外野の周囲ですが、危険箇所が何箇

所も見うけられます。また、内野の水はけ、

特にセカンド方面が機能しておりません。こ

れは当初から入っていなかったということで、

後でお聞きしました。内野スタンドはオープ

ン当時、確か昭和48年だと思います。そのま

まの現状です。福祉のまちにはふさわしくな

い。車椅子での観覧ができない状況になって

おります。さらに、駐車場が全く改修されて

おりませんことから、雨降りの後は泥だらけ

で、本部席内に選手や関係者が出入る際には、

周囲が粘土質なため、本部席内部が泥だらけ

状態になります。私も何度か球場に足を運び、

見ておりますが、来美された方々からは何と

かしないと、このままでは球場が持ちません

よと言われております。ぜひ、改修をお願い

いたします。お考えをお聞かせください。 

●市長板東知文君 山崎委員の質問にお答え

します。 

行政のデジタル化についてでありますが、

国におきましては、経済財政運営と改革の基

本方針において、国、地方を通じたデジタル

基盤の統一・標準化を推進しており、2021年

９月に「デジタル庁」の創設を目指している

ところでございます。本市におきましては、

こうした国の動向を見据え、現在策定中の第

７期美唄総合計画における地域情報化の施策

として、「新たな日常」の構築への原動力とな

るデジタル化への定着・加速に向けて、具体

的には住民票や印鑑登録証明書のコンビニ交

付、光ファイバーの市内全域への拡大、５Ｇ

を活用したスマート農業などのデジタル技術

の導入などを推進することとしております。

このため、デジタル化を進める際の組織のあ

り方については、今後明らかになる国の対策

等を踏まえ、専門的な人材の育成も含め、必

要な対策を行って参ります。 

次に、押印制度につきましては、新型コロ

ナウイルス感染症の拡大防止及び予防のため、

新しい生活様式への移行が求められている状

況にあり、現在、検討されている制度の見直

し、こういったことを踏まえながら、慎重に

対応して参りたいと考えております。 

次に、農業振興についてでありますが、ス

マート農業の取組状況につきましては、スマ

ートフォン農業技術の普及推進を図ることを

目的に昨年11月に農業者や農業団体、農業改

良普及センターなどで構成する美唄市ＩＣＴ

農業推進協議会を設立し、国との連携により、

完全自動操縦されるドローンと無人ヘリの防

除作業等との比較検証、この他、「美唄市ＩＣ

Ｔ農業技術実演会・展示会」を８月に美唄市

で初めて実施したところでございます。また

道との連携により、大区画圃場における水管

理システムの導入による省力化の検証事業を

市内２ゕ所の圃場で実施したほか、市独自の

事業として、自動操舵システムやドローンな

どのスマート農業機械の導入支援について、

９月の補正予算で計上したところであります。
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多くの農業者からの申請があり、農業者の意

欲的な取り組みに対応するため、さらに今定

例会において、スマート農業機械の導入支援

について、増額する補正予算を計上したとこ

ろでございます。 

次に、スマート農業の普及につきましては、

国は将来、熟練農業者のノウハウを電子デー

タとして蓄積し、ほとんどの農業者がデータ

を活用した農業を実践することを目標として

いることを踏まえ、令和３年度末までに農村

地域全域に光ファイバーの整備を進めるとと

もに、国や道との政策的・人的な連携を強化

し、ドローンの操作資格の研修に対する支援、

美唄市ＩＣＴ農業推進協議会による検証事業、

農業水利施設のＩoＴ化の検討を進めるなど、

本市農業をリーディング産業として、さらに

発展するよう積極的な対応を図って参りたい

と考えております。 

次に、スマート農業機械導入支援制度の予

算措置につきましては、美唄市ＩＣＴ農業推

進協議会のご意見を伺うほか、国に対してス

マート農業機械の導入、支援制度について要

望するとともに、国の第３次補正予算及び来

年度予算による15ゕ月予算の考え方や今年度

の市の独自事業の実施状況も踏まえながら、

令和３年度の予算措置について検討して参り

たいと考えております。 

次に、職場内のハラスメントについてであ

りますが、日頃の仕事上での対応につきまし

ては、パワーハラスメント防止法第30条の２

において、「業務上必要かつ相当な範囲を超え

たものにより、労働者の就労環境が害される

もの」と定義する一方、「業務上必要かつ相当

な範囲で行われる適正な業務指示や指導につ

いては該当しない」との認識を示しておりま

す。一方、地方公務員法第30条では、服務の

根本基準として、「すべての職員は公共の利益

のために、全力を挙げて職務に専念する」と

規定されており、パワーハラスメントの明確

な線引きは難しく、慎重に対応してく必要が

あると考えております。こうしたことを踏ま

え、私を含め、職員一人一人がハラスメント

防止についての基本的な認識をしっかりと共

有し、職員が能力を十分に発揮できる良好な

職場環境を確保して参りたいと考えておりま

す。 

次に、会議及び打合わせ時の対応につきま

しては、職員からの説明や意見交換等を行い、

職員それぞれの責任と権限に応じた意思決定

をしているところであります。 

次に、庁内の担当部署につきましては、服

務を総括的に担当する総務課において相談を

受けているほか、地方公務員法第８条の規定

により、公平委員会にも苦情相談ができるこ

ととなっております。また、女性管理職によ

る女性職員のためのセクシャルハラスメント

の相談員を配置しているほか、国の消防庁か

らの要請により、美唄市消防本部ハラスメン

ト相談・通報窓口を設置しているところであ

ります。これまでの取り組みとしましては、

先月の９日にハラスメントについての理解を

深め、防止対策を学び、職場環境の向上を図

るため、全職員を対象とした集合研修を実施

したところであります。 

次に、人生の終活についてでありますが、

合葬墓の建設計画につきましては、今後、周

辺地域の住民に向けた説明会の開催や、利用

条件や使用料等の検討をしたのち、令和３年
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度に整備工事の着工を予定しているところで

あります。 

次に設置場所につきましては、火葬場周辺

の市有地を予定しており、規模につきまして

は、当初1,500体程度の収容規模を予定してお

りましたが、少子高齢化や核家族化の進行、

経済、社会経済情勢の変化により、市民のお

墓に対する意識に変化が生じており、合葬墓

の利用を求める人が増えていることから、こ

ういった市民ニーズに対応した人生の終末に

ふさわしいものを整備する必要があると考え

ております。このため、現在、様々な面から

検討を行うこととしており、提案型の総合評

価方式など、検討を進めて参りたいと考えて

おります。 

次に、市営墓地の現状と整備計画について

でありますが、市営墓地の現状につきまして

は、少子高齢化や核家族化の進行などに伴い、

お墓を守っていくことが困難な方々が増えて

いくと考えられ、現在、管理が行き届いてい

ないお墓もあることから、今後、他市の管理

状況も踏まえ、調査検討してまいりたいと考

えております。また、平成29年に策定した「美

唄市営墓地整備計画」を基本として、市内４

ヶ所の市営墓地の参道や側溝等の整備を行っ

ておりますが、高齢者や車椅子の方々からの

参道整備の要望もあり、今後とも各市営墓地

の現地の状況を十分に把握しながら、必要な

環境整備に取り組んで参りたいと考えており

ます。 

次に、市立美唄病院の建替え計画について

でありますが、通院バスにつきましては今後

の市民委員会や、地域医療構想での協議を踏

まえながら、市立美唄病院が地域で果たす役

割や、将来的な医療の広域的連携を見据えな

がら、病院の経営形態など、病院の建替え計

画がある程度具体化した段階で市民ニーズに

応えられよう、具体的な検討を進めて参りた

いと考えております。 

次に、新型コロナウイルス感染症との近隣

医療機関との連携につきましては、新型コロ

ナウイルス感染症は、感染症の予防及び感染

症に対する医療に関する法律に基づき、政令

で指定感染症と規定されており、保健所の指

示により、二次医療圏の枠組みの中で対応し

ているところでございます。市立美唄病院は

感染症指定医療機関となっておりませんが、

保健所の指示のもと、ＰＣＲ検査等、二次医

療圏の中で必要な連携を図って参りたいと考

えております。 

次に、立地適正化計画についてであります

が、市立美唄病院建替事業につきましては、

高齢者を地域で支えるため、「住まい」、「医療」、

「介護」、「予防」、「生活支援」が一体的に提

供される地域包括ケアシステムを美唄の特性

を活かしながら作り上げ、効果的・効率的な

医療や介護など、様々な生活支援サービスが

日常生活圏域で適切に提供されるネットワー

ク型のコンパクトシティーを目指すことが大

切であると考えております。そのため、これ

からのまちづくりとして、本市に必要な都市

機能と公共サービスを一定程度集約させ、地

域の活性化と生活利便性の向上及び経営コス

トの効率化も図りながら、少ない人口であっ

ても市民生活の満足度が高められるような

「賑わいを創出」した「魅力あるコンパクト

なまちづくり」を目指すものとして、医療、

介護、福祉が計画に位置付けられているとこ
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ろでございます。 

次に、保健福祉総合施設の考え方につきま

しては、市立美唄病院建替基本構想・基本計

画の検討状況も踏まえながら、本市の地域包

括ケアシステムをより一層推進するための機

能を兼ね合わせることを基本とし、将来の人

口減少や社会状況の変化などに対応すること

ができるよう、用地利用のあり方を今後検討

して参ります。 

次に、公営住宅の建設につきましては、旧

美唄工業高校跡地を建替え候補地の一つと考

えており、在宅医療を見据えるなど、様々な

視点での検討を進めているところでございま

す。いずれにいたしましても、第７期総合計

画、病院の基本構想・基本計画・立地適正化

計画、公共施設等総合管理計画との整合性を

図りながら、立地適正化計画に基づく補助金

の確保に最大限、努めて参りたいと考えてお

ります。 

次に、旧美唄工業高校跡地につきましては、

現在、様々な観点から、その利活用のあり方

について検討を進めているところであり、当

該契約については、必要に応じて北海道と十

分な協議を行って参りたいと考えております。 

●教育長天野政俊君（登壇） 山崎議員の質

問にお答えいたします。 

市営野球場の整備についてでありますが、

はじめに駐車場の舗装につきましては、野球

場敷地内の本部棟周辺を駐車スペースとして

使用しておりますが、未舗装であることから、

野球場の入口から屋外トイレ、本部等までの

舗装等の整備について、今後とも十分検討し

て参りたいと考えております。 

次に、グラウンド内外の整備についてであ

りますが、グラウンド内に水はけが悪い箇所

があることから、暗渠管の敷設について検討

するほか、未改修である一塁側、三塁側スタ

ンド・フェンス、練習グラウンドにつきまし

ては、競技や練習に支障をきたす箇所につい

て、関係スポーツ団体や競技者の意見を伺い

ながら順次、改修整備に努めて参りたいと考

えております。 

●５番山崎一広議員 大綱５点について、ご

回答・ご答弁をいただきました、ありがとう

ございます。デジタル化はとにかく進めてく

ださい。よろしくお願いいたします。 

再質問が何点かございます。まず、パワハ

ラなんですけども、私も大変悩みました。市

長と同じ机を並べて仕事していた仲間として、

本当に申し訳ない気持ちはあります。ただ、

先般の総合計画の時もそうです。私的と公務

と間違ってはいけないと思います。午後４時

まで計画策定に時間を割いて、別なところに

行かれたという話を聞きました。それが公務

ならわかりますけども、公務ではなかったの

ではないかと思います。はっきり言って、全

てにおいて時間的に市長さんはルーズではな

いかと感じております。同じテーブルを並べ

て、机を並べていた時も夜遅くになって出て

きて、パソコンを開いて仕事をしていたり、

財政時代もそうかなと思います。その度に職

員は待ちぼうけしております。今回のこの答

弁の打ち合わせもはっきり言って、職員と昨

日ほとんどできませんでした。最終がほぼ夜

中の９時です。それから、やりとりしたら私

も眠くて今日欠席します。こんな状況ですが、

もう１週間以上前から、私はこの質問を各担

当部署に回しております。こんな部分、今後
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続くということは、これがパワハラかどうか

というのは、それぞれ認識の違いかと思いま

すけども、どのように考えてもパワハラに値

するのではないかなと。職員が非常に混迷し

ております。体調を壊している方がいるかど

うかわかりません。これを職場で持っている

のはわかっています。消防にもあるのはわか

っています。かといってこれを持ち込めるか

というと、多分持ち込めないと思います。や

はり市長、あなた自身がこの考えをしっかり

と受けとめてやっていかなければ、答弁の中

にありましたが、本当に私も含め、受けとめ

て欲しいなと思います。時には我々議員サイ

ドにまで人格を否定するような言葉もあると

伺います、聞こえてきます。やはり市長トッ

プとして、リーダーとして、これでは失格に

なります。元同僚として、私も期待しており

ますので、この辺をぜひお考えがあれば、お

聞きしたいと思います。 

それと合葬墓です。同僚委員から同様の質

問ありました、わかりました。ただ当初、安

田侃さんにデザインをお願いするのではない

かなと。それと建設用地、アルテカフェの横

というような話も聞こえてきました。これで

は、多分、侃さんは反対すると思います。カ

フェのところはもともと火葬場でしたから、

そういう部分を考えたらあそこに合葬墓を持

っていくことはありえないなと思います。建

設予定地は今の火葬場の横に用地としてはあ

ると思いますし、すぐ裏に無縁仏もございま

す。無縁仏と合葬墓は違いますけども。そん

な部分、改めてプロポーザル方式、これは市

長向きません。1,000万足らずの部分だと思い

ます。当初の計画で700万円、800万円という

話が聞こえておりましたけども、行政の提案

型で行くべきと私は考えております。主に業

務の委託先や建築物の設計者を選定する際に、

複数のものを目的別に対する企画を提案して

もらい、その中から優れた提案を行ったもの

を選定すると、これがいわゆるプロポーザル

と言われております。この金額でプロポーザ

ルはありえないのではないかと私は思います。

お考えあれば、お聞かせ願います。 

それと墓地はわかりました。ぜひ、現地確

認、台帳整備を必ずやってください。多くの

市民の方から参道の整備を行ってくださいと

言われます。この辺も含めて、再度ご答弁を

お願いしたいと思います。 

それと市立病院の建設計画、本当に冒頭か

らも言いました、何一つ進んでいないという

のが現状かなと思います。全ての答弁書で最

後に検討します、協議します。これでは斜め

後ろに保健福祉部長さんもおられますけども、

私がいた時に、もう６年前、７年前です。こ

の協議に入った時に社会福祉協議会の当時の

大村局長とも打ち合わせをしました。保健福

祉総合施設を建てる前に、あそこにあります

保健センターを病院の横に持っていったら使

い道はありますかと聞いたら、あります、と

はっきり言われております。使いたい、広め

たいという話があります。この部分も何一つ

協議は進んでないのではないですか。それと、

この答弁書を貰う時に様々な部署から、議員

からの質問でこっちにきていますということ

は、病院自体で何一つ整理をされてないので

はないですか。これでは、早急にしますなん

てことになりません。陸運局の許可もそうで

す。交通もそうです。先ほど言いましたけど
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も、残り在任は２年たらずしかありません。

２年後になったら、後半年後です。この辺の

お考えがあれば、ご答弁願いたいと思います。 

それと近隣市との連携です。これは今日の

コロナ禍の関係で保健所の指示がわかります。

それ以外に重症患者、特に急病も含めて一昨

年、災害時等の連携も今後されていくかと思

いますけども、あるのであれば、その辺の考

えもぜひお願いしたいと思います。 

最後ですけども、立地適正化計画。これは

今、世間社会で鬼滅の刃というものがござい

ます。この中に出ている悪党です。鬼舞辻無

惨。この方が、漫画ですけども、｢私は何も間

違いない。全ての決定権は私にある。私の言

うことは絶対だ。｣とのセリフがあります。こ

のようなことになっては困ります。なっては

駄目です。すべて先送りしていると、４年後

にまた先送りになります。同僚議員からもあ

りました、美工跡地の建設もそうです。本市

においては、求心力の向上を目指すための拠

点づくりのため、病院、保健、福祉総合施設

の現在の病院敷地内に集約することで、医療、

保健、福祉、介護の一体的なサービスの向上

を図り、さらには、旧美唄工業高校跡地に市

内各地に点在する公営住宅を移転、集約させ

ることが道路のバリアフリー化、特に市役所

の裏の旧美唄工業高校の通りのネット裏のと

こです。あそこの町内会長から数年前から私

も言われております。段差があって、低くな

って、非常に道幅が狭い。そんな部分、ぜひ

とも早く整備をしてくれと。そして、あわせ

て道路も拡幅してくれという要望は個人的に

も受けております。これは、やはり早急に進

めるべきです。そして、前の総合計画の中で

も私言いました、保健福祉総合施設、これを

取り止めたのか、白紙にしたのか、中断した

のか。この辺を早急に道の方に連絡しないと、

先ほど言った交付金は含めて、こないと私は

聞いておりますし、当時からそのように理解

しております。そういうことが進むことによ

って、国からの補助が受けられると私は認識

でございますけど、その辺の考えもわかれば

お知らせ願いたいなと思います。 

最後に野球場の整備です。教育長さん来て

から、このようなことになっているとは多分

思ってないと思います。隣の隣に監査委員も

おられますけども、代表もおられますけども、

本当に設計と施工が悪すぎます。あんなこと

はありえません。できてしまったら、下の基

礎がセンターも含めて、入っていなかった。

通信が全くなってない。これは球場として下

の下です、最低です。子供の球場でもこんな

ことありません。岩見沢のみずほや稲穂球場

ありますけども、こんな施設はありません。

それと指定管理です。これをあえて、苦言を

申し上げます。近隣の月形、三笠とは比べ物

になりません。練習や試合が終わりまして、

即座に主催団体から指定管理に電話を入れま

すと、すぐ駆けつけてきます。時間的に遅い

場合は、明日私たちがやりますのでこれでよ

ろしいですよ、帰っていいですよ、と言われ

ます。それまでの間に、中は綺麗に拭いて、

整備して、雑巾がけして、足元の水を全部綺

麗にして、次の方に渡しています。昨年も大

会を二回ほど連盟でやりましたけども、両チ

ームにお願いして、ベンチ内に水を流しても

らって、綺麗に拭いてもらいました。これは

多分、指定管理は何も感じてないと思います。
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本部席の窓を全開したら教育長がご存知のと

おり、ほこりだらけ真っ白になります。使う

側もしっかりと、この辺を教育させるべきか

と思います。指導のルールを徹底させるべき

と思いますが、その辺のお考えあればお願い

いたします。 

●市長板東知文君 山崎委員の質問にお答え

いたします。 

はじめに、パワーハラスメントについてで

ありますが、総務課が相談窓口になってござ

いますけども、これまでパワーハラスメント

の相談はないものと承知しております。 

次に、合同墓周辺の環境整備についてでご

ざいます。合葬墓の本体工事のほか、周辺の

緑化など環境整備を検討しており、今後、整

備予定地の広域化などを含めて、検討してま

いりたいと考えております。 

さらに市内の４か所ある墓地の参道等の整

備につきましては、計画的に対応してまいり

たいと考えております。 

次に、市立病院の建替えについてでありま

すが、まず陸運局などとの関係機関の協議で

ございますけども、昨年の８月に札幌の陸運

局に対し、近隣市への通院バスの運行につい

て確認してございます。通勤・通学を目的と

して利用されている利用者以外の掘り起こし

に繋がるのであれば、さらなる利便性も確保

されるなど、様々な意見をいただいており、

今後、急性期や医療が必要な市民の皆様に対

して、必要な医療の提供ができるよう、バス

運行のあり方について、さらに検討して参り

ます。 

それから、災害時の他市との連携協議につ

きましては、災害医療対策において、災害に

おける医療対象者の充実、強化に関する厚生

労働省の通知が出てございます。これに基づ

き、広域災害救急医療情報システムを活用し

ながら災害時の情報を共有し、特にコロナウ

イルス感染症の場合は道の事務ですので、保

健所の指示のもと、必要な対応を行うことと

しているところでございます。 

それから、立地適正化計画絡みの財源の問

題でございます。これにつきましては、先ほ

ど申し上げたとおり、第７期総合計画、病院

の基本計画・基本構想、立地適正化計画、公

共施設等総合計画との整合性も十分図りなが

ら、十分に道、国と協議し立地適正化計画に

基づく補助金の確保に最大限努めて参りたい

と考えております。 

●教育長天野政俊君 山崎議員の質問にお答

えいたします。 

指定管理者への指導についてでありますが、

野球場利用後のグラウンド整備や本部席を利

用した場合などにつきましては、原則、利用

団体等において清掃等をお願いしており、指

定管理者は、トイレ等の清掃等を定期的に行

っているところであります。指定管理者には、

野球場利用の許可をするにあたって、利用団

体等に利用後における清掃等の周知について

徹底するよう指導していきたいと思っており

ます。 

●議長金子義彦君 お諮りいたします。 

本日の会議はこの程度にとどめ、延会いた

したいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認め、そのように決定いたし

ました。 
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本日はこれをもって、散会いたします。 

 

午前１１時５６分 散会 
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